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報告第 １０ 号 

 

平成２８年度周南市モーターボート競走事業会計予算の弾力条項の適用    

について 

 

平成２８年度周南市モーターボート競走事業会計予算に対し、地方公営企業法

（昭和２７年法律第２９２号）第２４条第３項の規定により、弾力条項を適用したの

で、下記のとおり、報告する。 

 

平成２９年５月２９日 提出 

 

周南市長  木  村  健 一 郎  

 

記 

舟券発売収益の増加に伴い、モーターボート競走事業に必要な経費（場外発売委

託料及び舟券払戻金）が不足したため、地方公営企業法第２４条第３項の規定により、

予算の弾力条項を適用したもので、その内容は次のとおりである。 

 

 １ 弾力条項適用年月日    

平成２９年３月１０日 

 ２ 弾力条項適用書      

別紙のとおり 

 




